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箕 面 市 教 育 委 員 会

箕面市いじめ重大事態第三者調査委員会による調査の

開始について

1．事案の概要

令和３年１１月、箕面市内の小学校が、支援学級に在籍する児童に対する

いじめ事案を認知し、同年１２月にいじめ防止対策推進法に基づく重大事態

について取り扱うべき事案として本市教育委員会に発生報告が行われ、学校

と教育委員会とで事実調査等を実施し、令和４年３月に調査対応結果報告が

本市教育委員会に対して行われました。その後、令和５年３月、被害児童の

保護者から、箕面市いじめ重大事態第三者調査委員会を設置し、いじめに関

する事実関係および学校および教育委員会の対応について調査を行うよう要

望がありました。

この要望を受け、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）及び

いじめの重大事態の調査に関するガイドラインに基づき、個々のいじめ事案

について調査を行うための附属機関である箕面市いじめ重大事態第三者調査

委員会による調査を開始します。
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３.諮問内容

令和３年度に発生した箕面市内小学校の支援学級に在籍する児童（当時５年

生）における事案について、申立てのあったいじめの全容解明及び再発防止に

関する事項

（１）当該児童が在籍中に学校で起きた事案に関する事実関係を調査するこ

と。

（２）当該児童への当該小学校及び本市教育委員会の対応上の問題点を検証

すること。

（３）前各号によって明らかになった事実及び検証から、再発防止に関する

提言を行うこと。

（４）前各号について、被害児童およびその保護者、加害児童およびその保

護者に対して説明を行うこと。

４.今後の予定

令和５年１０月１０日に第１回箕面市いじめ重大事態第三者調査委員会を

実施、調査を開始します。

※会議は非公開で実施。


